
その募集・採用
年齢にこだわっていませんか？

― 年齢にかかわりなく、均等な機会を ―



労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の
安定及び職業生活の充実等に関する法律

（略して【労働施策総合推進法】）

（募集及び採用における年齢にかかわりない均等な機会の確保）
第9条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するた
めに必要であると認められるときとして厚生労働省令で定めると
きは、労働者の募集及び採用について、厚生労働省令で定めると
ころにより、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えなければ
ならない。

年齢のみで採否判断をしてはいけない法的根拠



少子高齢化のなかで、我が国経済の持続的な成長のため
には、個々人が年齢ではなくその能力や適性に応じて活
躍の場を得られることが重要です。

年齢制限禁止の義務化は、個々人の能力、適性を判断し
て募集・採用していただくことで、一人ひとりにより均
等な働く機会が与えられるようにすることを目的として
います。

主旨と目的について



形式的に求人条件を年齢不問とすれば良いということで
はなく、応募者を年齢で判断しないことが必要です。

求人募集では年齢不問としながらも、年齢を理由に応募
を断ったり、書類選考や面接で年齢を理由に採否を決定
する行為は法の規定に反するものです。

具体的な考え方について



労働者の募集および採用の際には、原則として、年齢を不問としなければな
りませんが、例外的に年齢制限を行うことが認められる場合があります。

以下のような求人条件は不適切とされます。

「35歳以下」
「40歳未満の方を募集」
「若い方歓迎（実質的に年齢条件と判断される場合）

理由なく年齢の上限・下限を設けることは禁止されています。

年齢を理由とした応募制限は原則禁止



◆ 例外となる場合 ◆
（労働施策総合推進法）施行規則第１条の３第１項

例外事由 1号 定年年齢を上限として、その上限年齢未満の労働者を期間の定めのない
労働契約の対象として募集・採用する場合

例外事由 2号 労働基準法その他の法令の規定により年齢制限が設けられている場合

例外事由 3号 イ 長期勤続によるキャリア形成を図る観点から、若年者等を期間の定めの
ない労働契約の対象として募集・採用する場合

例外事由 3号 ロ 技能・ノウハウの継承の観点から、特定の職種において労働者数が相当
程度少ない特定の年齢層に限定し、かつ、期間の定めのない労働契約の
対象として募集・採用する場合

例外事由 3号 ハ 芸術・芸能の分野における表現の真実性などの要請がある場合

例外事由 3号 ニ 60歳以上の高年齢者または特定の年齢層の雇用を促進する施策（国の施
策を活用しようとする場合に限る）の対象となる者に限定して募集・採
用する場合
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34%

年代別新規求職申込状況（令和7年4月～12月）
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令和７年度に６０歳以上で採用となった職種例

【 事務・営業・販売・他 】 【 施設警備・管理関係 】 【 福祉関係 】 【 清掃 】 【 車・運転関係 】

職業指導員 守衛室業務 正看護師・准看護師 百貨店での清掃 老人ホームでの送迎運転手

着物販売員 設備管理 グループホーム介護スタッフ ホテル客室清掃 放課後デイサービス送迎

一般事務（経理・総務） 分譲マンション管理員 学童保育指導員 現場管理業務 トラックドライバー

学習指導員 学校施設警備員 訪問介護 施設の清掃 回送・洗車業務

保険営業事務 マンションコンシェルジュ グループホーム長 オフィス清掃 食品のルート配送

法人本部人材開発部
管理職候補

商業施設での施設警備 児童指導員 消防署の清掃 大型トラック運転手

会計事務 老人ホームでの営繕 病院の介護業務 マンション清掃 顧客先への納品作業

婦人服・服飾雑貨などの販売 コインロッカー管理 グループホーム世話人 スーパーの清掃 介護タクシー乗務員

行政事務 駐輪場管理 学校での介助員 体育館での清掃 給油・配送

社労士補助事務 駐車場受付・料金徴収 夜間専任職員 保育園での清掃 【 その他 】

統括管理業務責任者 【 警備 】 デイサービス介護補助 庁舎内清掃 倉庫内物流業務（ピッキング）

建築事務 交通誘導警備員 ケアマネージャー 検疫所での器具洗浄 荷物の区分け

文化センター施設運営 幼稚園での警備員 生活ヘルパー 【 調理関係 】 キャディマスター室スタッフ

テレフォンアポインター 障がい福祉支援員 中華店での調理補助 縫製作業

美術館での受付 【 専門職 】 洗濯スタッフ うどん屋での接客・調理 高速道路料金所スタッフ

医薬品販売の補助業務 機械加工（フライス盤） 看護助手 保育園での給食調理員 ショッピングカート・カゴ回収

貿易事務 ゴム糊引加工 保育教諭 介護施設での調理補助 テニスクラブのフロント

金融での一般事務 ガソリンスタンド店員
病院でのベッドメイキング・

搬送
パンの製造補助スタッフ 箱詰め作業員

八百屋での事務 機電エンジニア職 うなぎ屋での洗い場 ATM対応スタッフ

船舶給油作業 老人ホームでの副料理長 BBQイベントスタッフ

大規模修繕工事技術者 セントラルキッチンでの調理 工場内作業

衛生仕上・機械工 焼き菓子製造 乗馬倶楽部でのきゅう務職

教会での皿洗い・片付け



年齢にとらわれない、人物本位、能力本位の

募集・採用をお願いいたします。
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